
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年１月14日

【四半期会計期間】 第12期第１四半期（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

【会社名】 株式会社 メディア工房

【英訳名】 Media Kobo,Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　長沢　一男

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目２番６号

【電話番号】 03-5549-1804

【事務連絡者氏名】 取締役　　日浦　史夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目２番６号

【電話番号】 03-5549-1804

【事務連絡者氏名】 取締役　　日浦　史夫

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

EDINET提出書類

株式会社メディア工房(E05622)

四半期報告書

 1/28



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第11期

会計期間

自平成20年
９月１日
至平成20年

11月30日

自平成19年
９月１日
至平成20年
８月31日

売上高（千円） 408,551 1,487,217

経常利益（千円） 13,672 111,100

四半期（当期）純利益（千円） 845 119,716

純資産額（千円） 1,106,334 1,094,523

総資産額（千円） 1,574,340 1,564,627

１株当たり純資産額（円） 33,997.97 35,397.76

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
26.05 4,074.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
25.78 4,001.77

自己資本比率（％） 70.1 69.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
22,269 △110,072

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△98,978 49,191

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△68,995 △5,033

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
468,864 614,569

従業員数（人） 98 85

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は「３　関係会社の状況」に記載のとおりであります。

３【関係会社の状況】

 当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

(連結子会社) 　  　  　

㈱ＭＫネットワーク　 東京都港区 500 携帯電話販売事業
100

(100)
役員の兼任（１名）

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 98 (29)

　（注）1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーは臨時雇用者数に含み、派遣社員は除く）は、当第１四半期連結会計期間の

平均人員を（　）外数で記載しております。

　2. 当第１四半期連結会計期間において従業員数13名、臨時雇用者数17名増加した主な要因は、携帯電話販売事業において10店舗の出店によ

るものであります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 78 (3)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーは臨時雇用者数に含み、出向者、派遣社員は除く）は、当第１四半期会計期間の

平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

 当社グループは、主に占いをデジタルコンテンツ化し、Ｗebサイト向けに提供する事業を行っており、また携帯電

話販売事業、美容関連事業においても、提供するサービスの性格上、生産に該当する事項がないため記載しておりま

せん。

(2）仕入実績

　商品仕入実績を事業の区分別に示すと、次のとおりであります。

事業の区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

金額（千円）

携帯電話販売事業 5,273

美容関連事業　 21,293

その他の事業 532

合計 27,100

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　販売実績を事業の区分別に示すと、次のとおりであります。

事業の区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

金額（千円）

コンテンツ事業 317,017

携帯電話販売事業 63,429

美容関連事業 26,649

その他の事業 1,454

合計 408,551

　（注）１.セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２.当第１四半期連結会計期間における主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

金額（千円） 割合（％）

株式会社NTTドコモ 94,885 23.2

ＫＤＤＩ株式会社 80,647 19.7

ソフトバンクモバイル株式会社　 39,303 9.6

　　　 ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

 株式の譲受

　　 当社は、平成20年11月に株式会社コラボルタの株式の一部を譲受しております。

契約会社名 相手方の名称　 契約内容 株式取得年月

株式会社メディア工房

（当社）
株式会社光通信　 株式譲渡契約書　 平成20年11月　

３【財政状態及び経営成績の分析】

（1） 業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済を概観しますと、サブプライム問題に端を発した世界的な金融危

機が深刻化するなか、世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動などから、雇用情勢などを含め、先

行き不透明感がさらに高まっております。

　当社グループの中心事業であるデジタルコンテンツ配信を取り巻く市場環境は、携帯電話の累計契約台数における

第３世代携帯電話の契約台数が平成19年９月末の79,322台から平成20年９月には93,653台に増加しており（前年同期

比18.1%の増加）「出所：社団法人電気通信事業者協会」、携帯電話でのインターネット利用環境がさらに進んでお

ります。また、モバイル・コンテンツ・フォーラムの調査によると、平成19年のモバイルコンテンツ関連市場の規模は

「モバイルコンテンツ市場」、「モバイルコマース市場」を合わせ前年比23%増加し、1兆1,464億円となっておりま

す。

　このような環境のなか、当社グループのコンテンツ事業におきましては、携帯電話経由のユーザー獲得を進めるた

め、引き続き、毎月新規コンテンツをリリースしており、ＰＣ向けについても売上の確保を目指した努力を行ってまい

りました。

　携帯電話販売事業におきましては、10月に株式会社グッドラックから購入しました７店舗を含めまして、11月末現在

14店舗の併売店と、ソフトバンクショップ１店舗を運営しておりますが、当第１四半期連結会計期間は購入店舗の統

合費用もあり、営業損失を計上しております。

　美容関連事業におきましては、テレビショッピングを通じた基礎化粧品の販売を行うとともに、楽天市場等のイン

ターネットサイトでの美容関連商品の販売を行っております。

　これらの活動の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は408,551千円、営業利益17,450千円、経常利益13,672千円、

四半期純利益845千円となりました。

　セグメント別の概況は以下のとおりであります。

（コンテンツ事業）

　当社グループのコンテンツ事業は、携帯電話向け及びＰＣ向けに占いコンテンツを配信するビジネスを中心に展開

しております。

　携帯電話ユーザーの増加に対応し、本年の３月以降は毎月新規コンテンツを提供しており、今期に入ってもこのペー

スを維持しております。また、ユーザー獲得を促進するために、アフィリエイト広告の実施や、携帯電話販売店でのリ

アルアフィリエイト、ＳＥＯ（検索エンジン最適化）対策を行うなど新規会員の獲得並びに退会防止キャンペーンの

実施により、当第１四半期連結会計期間末現在の有料会員数は212,046人となりました。

　ＰＣ向けコンテンツについては、当第１四半期連結会計期間に４つの新規コンテンツを導入したほか、プロモーショ

ンの展開によるユーザー数の維持獲得に努めましたが、前年同期比若干の売上減少となりました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は317,017千円、営業利益は106,217千円となりました。

（携帯電話販売事業）

　携帯電話販売事業におきましては、９月に１店舗、10月に８店舗、11月に１店舗を購入し、当第１四半期連結会計期間

末の店舗数は15店舗となっており、月間3,000台程度を販売する体制が整いました。当面は、購入各店舗の融合を進め、

安定収益をあげられる体質を築くことに注力する予定です。

　これらの結果、当セグメントの売上高は63,429千円、営業損失は10,816千円となりました。

（美容関連事業）

　美容関連事業は、テレビショッピングを通じた化粧品の販売、楽天市場等のインターネットサイトでの化粧品をはじ

めとした美容関連商品の販売を行っております。当第１四半期連結会計期間におきましては、９月、11月にテレビ

ショッピングで商品が取り上げられました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は26,649千円、営業損失1,118千円となりました。
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（その他の事業）

　その他の事業としましては、開運グッズサイト「満福館」での風水グッズ等の販売を行っております。

　これらの結果、当セグメントの売上高は1,454千円、営業損失は3,344千円となりました。

（2） キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して145,705千円減少し、

468,864千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は22,269千円の収入となりました。これは主に税

金等調整前四半期純利益14,853千円、減価償却費7,789千円の計上によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は98,978千円の支出となりました。これは主に、株

式会社光通信の関連会社である株式会社コラボルタの株式取得40,000千円、携帯電話販売店舗の購入代金42,523千円

及びそれに伴う敷金・保証金の差入11,274千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は68,995千円の支出となりました。これは主に第

三者割当増資による収入50,397千円を計上する一方、短期借入金の返済50,000千円、長期借入金の返済36,110千円、自己

株式の取得10,736千円、配当金の支払22,546千円があったことによるものです。

（3） 事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありませ

ん。

（4） 研究開発活動　

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000

計 100,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年１月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,990 32,990
東京証券取引所

（マザーズ）
－

計 32,990 32,990 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれ

ておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

１．平成15年11月27日定時株主総会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 87

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 870

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,000

新株予約権の行使期間
自　平成17年12月１日

至　平成25年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 12,000

資本組入額　　6,000

新株予約権の行使の条件

①権利行使の時に、当社または当社子会社の取締役、監査

役、従業員、顧問の地位にあることを要する。

②その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される

新株予約権割当契約によるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）１．当社が新株予約権発行日後に、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生ずる１株未満の株式数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、かかる調整により対象株式が０となる場合には

かかる調整は行わないものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
1

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使及び平成14年３月31日以前の

株主総会決議により発行された新株引受権付社債の新株引受権を行使する場合を除く。）には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当り払込金額

１株当り時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

４．新株予約権の目的となる株式の数は、平成15年11月27日定時株主総会決議及び平成16年８月４日取締役会決議による発行数から、

付与対象者の権利行使及び退職による失効に伴い、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

５．平成18年６月６日開催の取締役会決議により、平成18年６月28日付で１株を10株に分割しております。

これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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２．平成17年８月22日臨時株主総会決議

区　分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 9

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 90

新株予約権の行使時の払込金額（円） 80,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成27年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 80,000

資本組入額　 40,000

新株予約権の行使の条件

①権利行使の時に、当社または当社子会社の取締役、監査

役、従業員、社外協力者の地位にあることを要する。

②その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される

新株予約権割当契約によるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）１．当社が新株予約権発行日後に、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生ずる１株未満の株式数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、かかる調整により対象株式が０となる場合には

かかる調整は行わないものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
1

分割・併合の比率

３．当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使及び平成14年３月31日以前の

株主総会決議により発行された新株引受権付社債の新株引受権を行使する場合を除く。）には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当り払込金額

１株当り時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

 ４．新株予約権の目的となる株式の数は、平成17年８月22日臨時株主総会決議及び平成18年２月27日、平成18年４月24日並びに平成18年

５月12日取締役会決議による発行数から、付与対象者の退職による失効に伴い、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数

を減じております

５．平成18年６月６日開催の取締役会決議により、平成18年６月28日付で１株を10株に分割しております。

これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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     会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

１.平成19年11月29日定時株主総会決議、平成20年3月28日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 100

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 27,437

新株予約権の行使期間   自　平成22年４月１日

　至　平成27年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）4

  発行価格　　　　 38,237

　資本組入額　　　 19,119

新株予約権の行使の条件

①権利行使の時に、当社の取締役、従業員もしくは顧問また

は連結子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを

要する。

②行使価額の年間（１月１日から12月31日）の合計額が

1,200万円を超えないこととする。

 ③その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される

新株予約権割当契約によるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（注） １．当社が新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的と

なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的と

なる株式について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

 また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数

の調整を行う。

２．割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
1

分割・併合の比率

３．割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除

く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当り払込金額

１株当り時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

　　　4. 発行価格は、行使時の払込金額27,437円にストック・オプションの公正な評価単価10,800円を合算しております。
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 　　　２.平成19年11月29日定時株主総会決議、平成20年3月28日取締役会決議、平成20年４月23日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）   ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 26,400

新株予約権の行使期間   自　平成22年４月24日

　至　平成24年４月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）4

  発行価格　　      36,400

　資本組入額　　    18,200

新株予約権の行使の条件

①権利行使の時に、当社の取締役、従業員もしくは顧問また

は連結子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを

要する。

②行使価額の年間（１月１日から12月31日）の合計額が

1,200万円を超えないこととする。

 ③その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される

新株予約権割当契約によるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

（注）１．当社が新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的と

なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的と

なる株式について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数

の調整を行う

 ２．割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
1

分割・併合の比率

３．割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除

く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

既発行株式数　＋

新規発行株式数×１株当り払込金額

１株当り時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

　　　4. 発行価格は、行使時の払込金額26,400円にストック・オプションの公正な評価単価10,000円を合算しております。
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（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 年月日
発行済株式総
数増減数
 （株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成20年９月19日

（注）
2,100 32,990 25,647 451,459 25,645 348,454

（注）第三者割当

　　　発行価格　　　　24,425円

　　　資本組入額　　　12,213円

　　　割当先　　株式会社光通信

（５）【大株主の状況】

 当第１四半期会計期間において、第三者割当増資により大株主の異動があります。

　内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

　株式会社光通信 　東京都豊島区南池袋１―１６―１５ 2,100 6.37

当社は当第１四半期会計期間末において自己株式519株（1.57％）を保有しております。　
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（６）【議決権の状況】

　　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成20年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　30,890 30,890 －

端株 － － －

発行済株式総数 30,890 － －

総株主の議決権 － 30,890 －

②【自己株式等】

　 平成20年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　当社は当第１四半期会計期間末において自己株式519株（1.57％）を保有しております。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
９月

10月 11月

最高（円） 26,300 21,980 23,520

最低（円） 19,200 14,110 17,900

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

EDINET提出書類

株式会社メディア工房(E05622)

四半期報告書

14/28



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　　　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 468,864 614,569

受取手形及び売掛金 328,703 311,983

商品及び製品 10,311 5,497

仕掛品 11,765 8,166

原材料及び貯蔵品 5,899 213

販売用不動産 71,511 71,729

その他 79,823 63,622

貸倒引当金 △1,914 △3,231

流動資産合計 974,966 1,072,552

固定資産

有形固定資産 ※1
 60,944

※1
 53,642

無形固定資産

のれん 89,582 45,939

その他 43,847 44,316

無形固定資産合計 133,429 90,256

投資その他の資産

投資有価証券 154,613 114,613

営業保証金 154,099 150,000

その他 ※2
 96,287

※2
 83,563

投資その他の資産合計 404,999 348,176

固定資産合計 599,374 492,075

資産合計 1,574,340 1,564,627

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 43,052 33,840

短期借入金 50,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 141,330 143,640

未払費用 86,490 66,065

未払法人税等 15,072 5,667

その他 70,060 25,091

流動負債合計 406,005 374,304

固定負債

長期借入金 62,000 95,800

固定負債合計 62,000 95,800

負債合計 468,005 470,104
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 451,459 425,812

資本剰余金 348,454 322,809

利益剰余金 314,770 344,815

自己株式 △10,736 －

株主資本合計 1,103,948 1,093,436

新株予約権 2,386 1,086

純資産合計 1,106,334 1,094,523

負債純資産合計 1,574,340 1,564,627
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 408,551

売上原価 159,281

売上総利益 249,269

販売費及び一般管理費 ※
 231,819

営業利益 17,450

営業外収益

受取利息 186

受取賃貸料 810

その他 131

営業外収益合計 1,127

営業外費用

支払利息 2,050

その他 2,855

営業外費用合計 4,905

経常利益 13,672

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,181

特別利益合計 1,181

税金等調整前四半期純利益 14,853

法人税、住民税及び事業税 14,133

法人税等調整額 △125

法人税等合計 14,007

四半期純利益 845
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14,853

減価償却費 7,789

のれん償却額 4,070

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,317

受取利息及び受取配当金 △186

支払利息 2,050

売上債権の増減額（△は増加） △16,719

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,098

販売用不動産の増減額（△は増加） 217

仕入債務の増減額（△は減少） 9,212

未払費用の増減額（△は減少） 20,424

その他 1,542

小計 27,840

利息及び配当金の受取額 214

利息の支払額 △1,998

法人税等の支払額 △3,787

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,268

無形固定資産の取得による支出 △1,924

無形固定資産の売却による収入 1,871

投資有価証券の取得による支出 △40,000

敷金及び保証金の差入による支出 △11,274

営業譲受による支出 △42,523

その他 △1,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △50,000

長期借入金の返済による支出 △36,110

株式の発行による収入 50,397

自己株式の取得による支出 △10,736

配当金の支払額 △22,546

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,705

現金及び現金同等物の期首残高 614,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 468,864

EDINET提出書類

株式会社メディア工房(E05622)

四半期報告書

19/28



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　　 当第１四半期連結会計期間より、株式会

社ＭＫネットワークは新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数　

　　　４社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　

　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業

会計基準第９号）を当第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については、原価

法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。

　　なお、当第１四半期連結会計期間における

損益に与える影響は軽微であります。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、67,776千円であり

ます。　

 ※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額　

　投資その他の資産 235 千円　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、62,440千円であり

ます。　

 ※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額　

　投資その他の資産 235 千円　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

 給与手当 41,531千円　

 広告宣伝費 38,697 　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係　

　（平成20年11月30日現在）

現金及び預金勘定 468,864千円　

現金及び現金同等物 468,864 　
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　

平成20年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　32,990株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　   519株

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　　　親会社　　　3,466千円

　　　　　　（うち自己新株予約権の四半期連結会計期間末残高　親会社　　　1,080千円）

　          （注）ストック・オプションとしての新株予約権及び自己新株予約権は、権利行使期間の初日が到来してお

りません。

４．配当に関する事項

　配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月27日

定時株主総会
普通株式 30,890 1,000 平成20年８月31日 平成20年11月28日 利益剰余金　

　５. 株主資本の金額の著しい変動　

　当社は、平成20年９月19日付で、株式会社光通信から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１

四半期連結会計期間において資本金が25,647千円、資本準備金が25,645千円増加し、当第１四半期連結会計期間

末において資本金が451,459千円、資本準備金が348,454千円となっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

 
コンテンツ事業
（千円）

携帯電話販売事業
（千円）

美容関連事業
（千円）

その他の事業
（千円）

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 317,017 63,429 26,649 1,454

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 711 14 －

計 317,017 64,141 26,664 1,454

営業利益又は営業損失（△） 106,217 △10,816 △1,118 △3,344

 
計

（千円）

消去又は
 全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 408,551 － 408,551

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
726 △726 －

計 409,277 △726 408,551

営業利益又は営業損失（△） 90,937 △73,487 17,450

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要な事業内容

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信

 携帯電話販売事業  携帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売

 美容関連事業  化粧品販売

 その他の事業  風水グッズ等の販売

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）

　前連結会計年度末日に比べ著しい変動がないため記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）

　前連結会計年度末日に比べ著しい変動がないため記載を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　売上原価　　　　　　　　　378千円

　販売費及び一般管理費　　　922千円

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　          該当事項はありません。
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      （企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

（事業譲受）
1.被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主
な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企
業の名称
（1）事業譲受企業の名称
　　 グッドラック株式会社
（2）取得した事業の内容
　　 携帯電話販売店（７店舗）
（3）企業結合を行った主な理由
　　 競争力を強化するため
（4）企業結合日
　　 平成20年10月１日
（5）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称
　　 当社子会社の株式会社ＭＫコミュニケーションズによ

る事業譲受
2.四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書に含まれて
いる被取得企業の業績の期間　

　　 平成20年10月１日から平成20年11月30日まで
 3.取得した事業の取得原価及びその内訳
　 　取得した事業の取得原価　49,523千円
　 　取得原価の内訳
　   建物　　　　　　　　　　 9,157千円
　　 工具器具備品　　　　　　　 271千円
　 　事業譲受費用　　　　　　40,094千円
 4.発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方
法及び償却期間

 （1）発生したのれんの金額 　40,094千円
 （2）発生原因
　　　今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発

生したものであります。
 （3）償却方法及び償却期間
　　　のれんの償却については、５年間の定額法で償却を行い

ます。
 5.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定し
た場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計
算書に及ぼす影響の概算額　
 売上高 54,497千円　
 営業利益 3,964千円　
 経常利益 3,964千円　
 税金等調整前四半期純利益 3,964千円　
 四半期純利益 3,964千円　
 １株当たり四半期純利益 　　　　122.14円

（概算額の算定方法）
 注1.事業取得が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮

定した場合の売上高及び損益情報を算定しておりま
す。

　 2.上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆す
るものではありません。

　 3.のれんは、当連結会計年度の開始の日から５年定額法で
償却しております。

　 4.上記概算額の注記は、あずさ監査法人の監査証明を受け
ておりません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

１株当たり純資産額 33,997.97円 １株当たり純資産額 35,397.76円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 26.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
25.78円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 845

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 845

期中平均株式数（株） 32,461

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 352

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―――――

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当第１四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年１月14日

株式会社メディア工房

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 都甲　孝一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 守谷　徳行　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メディア工

房の平成20年９月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成

20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディア工房及び連結子会社の平成20年11月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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